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　６月号には、令和３年５月生まれのお子さんの写真を掲載する予定
です。該当の方にはご連絡します。詳しくは、企画商工課広報担当
（☎64－3114）へお尋ねください。
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　「自分は大丈夫！」と思っているあなたに。還付金詐欺やアポ電強盗、転倒や料理中の火事、
熱中症対策、地震、集中豪雨などなど。防犯から暮らし、防災まで、高齢者が危険な目にあわな
いための知識と対策を具体的な事例とともに紹介。

〈一般書〉 『高齢者を身近な危険から守る本 』
森透匡、平松類、三平洵／監修　池田書店

　ゴールデンウィークにおじいちゃんの家で、コイの滝登りを見たケンゴ。そこでおじいちゃんに
こいのぼりの由来について聞き･･･。こいのぼりの由来を伝え、日本の美しい風景が細密な絵で
描かれています。また、絵の中に隠されている文字探しも楽しめる絵本です。

〈児童書〉 『そらいっぱいのこいのぼり』

で月４４
1歳になりました

来館者の皆さまには、新型コロナウイルス感染拡大防止
の趣旨をご理解いただき、「マスクの着用」、「手指消毒」、
「体温の計測」等にご協力をお願いします。　　　　　　

岡山県浅口郡里庄町役場　〒719-0398  岡山県浅口郡里庄町大字里見1107－2　TEL.0865－64－3111
　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス https://www.town.satosho.okayama.jp
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だより図書館
里庄町立図書館　☎64ｰ6016　
開館時間▶9時～19時（日・祝は9時～17時）
休 館 日▶火曜日・第3日曜日・月末
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これからも可愛い笑顔
たくさん見せてね。
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※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
行事を中止または延期する場合があります。

図書館の
　利用について

★行事予定★
要予約 参加費無料

要予約 入場無料

 

開館時間変更のお知らせ開館時間変更のお知らせ
４月～11月　
９時～19時（日・祝／９～17時）

休館日　火曜日・第3日曜日・月末

図書館からの
お知らせ

◆第１回清明を読む会
　日時：６月18日（土）　11：10～12：10
　講師：才野基彰氏
　場所：2階 視聴覚室　定員：30名

◆おたのしみ会
　「菊桜のキーホルダーを作ろう！」
　日時：５月21日（土）　14：00～
　対象：小学４年生～中学生まで
　場所：2階 視聴覚室
　定員：10名（応募者多数の場合は抽選となります）
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危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
　地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害の発生や、通行の妨げになることを防止し、災害に強い
まちづくりを推進するため、既存ブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を補助します。
　申請は、ブロック塀等の所有者が行ってください。ただし、補助金の交付決定前にブロック塀を撤去した
場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

　補助の対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものと
なります。
（１）町内に存在するもの
（２）避難路に面しているもの
（３）道路面からの高さ（Ａ）が１ｍ以上のもの
（４）道路境界線からの距離（Ｂ）が高さ（Ａ）以下のもの
（５）危険なブロック塀等であるもの
※避難路については、町ホームページまたは農林建設課窓口でご確認ください。

補助対象となるブロック塀

【申込み・問合せ先】農林建設課（建設）　☎６４－7214

補助金額
　①対象となるブロック塀等の撤去に要する費用（工事見積額）と②ブロック塀等の長さに9,000円/ｍを掛
けた額のいずれか少ない金額の3分の2の額（千円未満は切り捨て）で、補助上限額は15万円とします。

募 集 数
　5件

募集期間
　６月１日（水）～10月31日（月）　（土・日・祝日を除く）
　※申込みは受付順とし、件数を満たした時点で受付を終了します。

【高さ算定例】

【対象となるブロック塀等】
対象範囲 対象範囲対象外 対象外

1m 1m

※対象外
　門柱、門扉、フェンス、笠木瓦

通　常 用水路がある場合 擁壁（石積含む）がある場合

※擁壁上のブロック塀等が、1段の場合は除く道路境界線からの距離
B ≦ A

道路境界線

敷地

道路面

用水路

高さ（A）
敷地

道路面

高さ（A）

道路面

高さ（A）

敷地

補助を受けたい方は、ブロック塀等を撤去する前に
必ず農林建設課に事前にご相談ください。
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。

　このたび里庄町消防団幹部の任期（令和２年４月１日～令和４年３月31日）満
了に伴い、団長の北野充德さんが勇退され、令和４年４月１日付けで消防団推
薦のもと川﨑一則さんが団長に任命されました。
　また、同日付けで小笠原正志さんと磯田典久さんが副団長に、髙津直行さんと
才野孝志さんが分団長に、福原吉武さんと岡本貴之さんが副分団長に、それぞ
れ任命されました。
　なお、幹部の任期は令和４年４月１日～令和６年３月31日までの２年間です。

消防団長に川﨑一則さんを任命

川﨑 一則さん
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災害ゼロの町を目指して
～里庄町消防団入退団式～

　４月10日、里庄総合文化ホール「フロイデ」電動中ホールで、
里庄町消防団入退団式が行われました。式では、川﨑消防団
長が新入団員に対して「家族の支えや地域とのつながりに感謝
し、消防団員の使命を真摯に受け止め、先輩団員の指導のも
と、団員が一丸となって災害ゼロの町を目指して活動して参りま
しょう。」と訓辞を述べ、その後、新入団員を代表して、本部団員 
小野修平さんに辞令とアポロキャップが手渡されました。
　閉式後は、里庄中学校グラウンドにおいて、鴨方消防署員による礼式等の訓練が実施され、新入
団員は消防団員として必要な基本動作を一つひとつ学びました。

　３月13～21日まで、里庄町立図書館において「大原焼に挑戦」作品展
が開催されました。昨年10月と11月に行われた体験活動「大原焼に
挑戦」に参加した子どもたちが制作した鬼の面と活動の様子などがパネ
ルで展示されました。
　多くの来館者が作品展の前で足を止め、子どもたちの作品を眺めていました。

一人ひとりの心がけで交通事故ゼロへ！
～春の交通安全県民運動～

　４月６日～15日まで、春の交通安全県民運動が行われまし
た。７日には小学校の始業式とあわせて、町内で交通安全啓
発活動として早朝街頭指導を行い、登校する児童などの安全
を見守りました。
　交通事故の防止は一人ひとりのちょっとした心がけが大切です。
　夜光たすきの装着をはじめ、交通事故にあわないよう意識し
て行動しましょう。

大原焼の鬼のお面作ったよ！！
～コロナや心の鬼を追い払う～

　4月11日、仁科会館において、安田工業株式会社から寄贈いただいた
超大型写真パネルの除幕式が開かれました。新しい写真パネルは
幅5ｍ、高さ2.7mあり、 NASAの火星探査機が撮影した圧倒的な臨
場感の火星表面写真です。
　安田工業株式会社の安田拓人社長は、挨拶の中で、「火星をリアル
に感じられる写真。子どもたちがこれを見て想像力をかきたてて科学に
目を向けるきっかけになれば。」と述べられました。

安田工業寄贈写真パネル除幕式
～臨場感あふれる火星表面写真～

　歴史民俗資料館の菊桜がきれいに咲きました。この菊桜は令和元年
12月に、博物学者佐藤清明の生家から苗木を植樹したものです。
　菊桜は、4月初旬～5月上旬にかけて濃紅色のつぼみから淡紅色
に変化しながら約200枚の花びらが開きます。町内では、高岡神社
境内などでも見ることができます。
　「菊桜育成保存会」の会員の方が管理されており、「里庄町の新名所
として、ぜひ多くの方に見ていただきたい」と話していました。

気品のある菊桜が咲きました！！
～清明が守った菊桜～

3月16日(水)
「第20回日本少年野球西日本
選抜優勝大会」
里庄中学校　1年生
原田 流維（金光ボーイズ）

激 励 会激 励 会（敬称略）

第72回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞
～祝！藤井風さんの受賞を祝う横断幕を設置～

　3月15日、芸術の各分野で優れた業績を上げた方に贈られる芸術選
奨の贈呈式が東京都内で開かれ、里庄町出身のシンガーソングライ
ター藤井風さんが芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞しました。
　これに伴い町では、お祝いの横断幕を役場とつばきの丘運動公園に
設置し、藤井風さんの功績を称えました。
　設置後は、横断幕を撮影されるファンの方の姿がみられました。
　藤井風さんの受賞を心からお祝い申しあげますとともに、今後ます
ますのご活躍をお祈りします。

広 告
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　日中に役場へ来庁できない方を対象に、夜間に町税や保険料の納付
および納付相談の窓口を開設します。この機会にぜひご利用ください。
　※納付相談には、収支が分かるものと印鑑を必ずお持ちください。

●後期高齢者医療保険料率の見直しについて
　保険料率は、都道府県単位で計算され、全国一斉に２年ごとに見直されます。
　見直しにあたっては、今後２年間で必要な費用額（主に医療給付費）から、保険料以外の
収入額（国や県、市町村からの負担金、現役世代からの支援金等）を差引くことにより、保
険料として必要な金額を算出し、保険料率を決定します。

　今回の保険料率の見直しでは、被保険者の人数の大幅な増加による医療費等の増加が見込
まれることから、均等割額、所得割率ともにやむを得ず改定をお願いすることとなりまし
た。保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

●一人当たりの年間保険料額の決め方

１年間の保険料（100円未満切り捨て）
（賦課限度額66万円） ＝ ＋

※保険料は年度（４月から翌年３月までの12か月）で計算され、年度の途中で加入された場
合は加入された月から計算されます。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等（雑所得、事業所得、給与所得等の
総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額）
から、地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）を控
除した額です。(雑損失の繰越控除は控除しません。）
※分離課税の所得がマイナスの場合は０円として合算します。

●賦課限度額の改正について
　中間所得者層の負担軽減などを図る観点から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の
一部が改正され、賦課限度額が64万円から66万円に変更となりました。

◆問合せ先　岡山県後期高齢者医療広域連合　☎０８６－２４５－００９０

５月の納税

夜間納付相談窓口を開設

■日　時　５月19日（木）　17時15分～20時
■場　所　里庄町役場庁舎１階　町民課（税務）窓口

っておきたい税情報知
問合せ先
町民課（税務）
☎64－3113

軽自動車税種別割（全期）
納期限５月31日（火）

令和４・５年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。

（参考）令和２・３年度
均等割額　46,600円
所得割率　9.17％

　岡山県では、次のとおり令和４年度の狩猟免許試験と狩猟免許の更新に係る講習および
適性検査を実施します。（いずれの会場でも受験できます。）
　受験手続きや更新手続きなど、詳しくは岡山県農村振興課鳥獣害対策室のホームページ
をご覧いただくか、備中県民局森林企画課へお問い合わせください。

野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要です！野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要です！
～狩猟免許試験、狩猟免許の更新に係る講習および適性検査が実施されます～

岡山県農村振興課鳥獣害対策室  ☎０８６－２２６－７４３９　　備中県民局森林企画課  ☎０８６－４３４－７０５２
◆問合せ先

試験日および場所
○【新規】狩猟免許試験　※各会場の定員は先着順です。

令和４年６月15日(水）
令和４年７月６日(水）
令和４年８月７日(日）
令和４年８月26日(金）
令和４年９月16日(金）
令和４年12月２日(金）

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南1-2-3）
グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田920）
マービーふれあいセンター（倉敷市真備町箭田40-1）
落合総合センター（真庭市落合垂水618）
たいこまるプラザ（高梁市成羽町下原606）
体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南1-2-3）

130名
100名
90名
60名
50名
130名

○【更新】狩猟免許の更新に係る講習および適性検査　※狩猟免許の有効期間は３年です

第１回
第２回
第３回

令和４年７月14日(木）
令和４年８月26日(金）
令和４年９月５日(月）

体験学習施設百花プラザ(岡山市東区西大寺南1-2-3）
マービーふれあいセンター(倉敷市真備町箭田40-1）
グリーンヒルズ津山リージョンセンター(津山市大田920）

税務署窓口でのご相談、申告手続きは

をお願いします！事前予約

広島国税局・税務署

税務相談日
● 申告所得税および消費税（個人）
 ▶▶▶ 毎週水曜日
● 相続税、贈与税および譲渡所得
 ▶▶▶ 毎月第３金曜日
● 法人税、源泉所得税、消費税（法人）および諸税
 ▶▶▶ 毎週木曜日

《事前予約の手順》
①玉島税務署086－522－3121（代表）に電話
②音声案内に従って「２」を選択
※予約の際に、お名前・ご住所・ご相談内容などをお
伺いします。

国税に関する一般的なご相談は
電話相談センターをご利用ください。

①玉島税務署086－522－3121（代表）に電話
②音声案内に従って、「１」を選択⇒税務に精通した
国税局の職員がお答えします!!

均等割額

47,500円
所得割額

（賦課のもととなる所得金額）
×9.50％（所得割率）

47,500円
9.50％

均等割額

所得割率

期日 会場 定員

期日 会場
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グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田920）
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広島国税局・税務署
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①玉島税務署086－522－3121（代表）に電話
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②音声案内に従って、「１」を選択⇒税務に精通した
国税局の職員がお答えします!!

均等割額
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所得割額

（賦課のもととなる所得金額）
×9.50％（所得割率）

47,500円
9.50％

均等割額

所得割率

期日 会場 定員

期日 会場
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6 事前相談に必要な書類
（１）里庄町空家等除却支援事業補助金事前相談票
（２）里庄町空家等除却支援事業補助金交付事前申出書
※町ホームページからダウンロードできます。

　町では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空家住宅の除却を行
う費用の一部を助成します。

１
　
事
前
相
談

２
　
審
査・現
地
調
査

３
　
申
請
書
の
提
出

４
　
交
付
決
定（
町
↓
申
請
者
）

５
　
工
事
着
手
〜
完
了

　
　（
令
和
５
年
２
月
28
日
ま
で
に
工
事

　
　
が
完
了
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

６
　
実
績
報
告（
申
請
者
↓
町
）

７
　
補
助
金
確
定
通
知（
町
↓
申
請
者
）

８
　
補
助
金
請
求（
申
請
者
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振
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町
↓
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請
者
）　

次のすべてに該当する空家等
（１）町内に存在するものであること
（２）「特定空家等｣＊ またはそれになり得るもの
（３）所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての方から同意を
　　　得ているものであること
（４）公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと

1 補助対象住宅

次のすべての条件を満たす方
（１）対象空家の所有者またはその法定相続人並びにそれらの方の承諾を得た方（除却事業
　　　の請負者を除く。）
（２）町税等を滞納していない方
（３）暴力団または暴力団員ではない方

2 補助対象者

次のいずれかの事業
（１）空家の除却工事を行うものであること
（２）除却工事および附帯工事(門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)を行うものであること
※空家の所有者またはその法定相続人が現在居住している建築物と補助の対象となる空家等
　が一つの敷地内に存在する場合は、補助の対象となりません。

3 補助対象事業

補助事業に要する費用の１／２以内の額で、上限60万円
4 補助金額

令和４年５月16日（月）から
・事前相談後に現地確認を行い、申請等の案内をします。
・予算額に達した場合、受付を終了します。
　（予定件数：1件あたりの補助金が60万円の場合は２件）

5 事前相談の受付開始日

詳しくは、総務課☎64ー3111までお尋ねください。

補助金交付決定前に、工事の契約をしている場合は、補助対象となりません。
7 その他

8 補助金申請のながれ

　住宅が建っている土地には、固定資産税を軽減する特例（住宅用地の特例※）が適用され
ていますが、空家住宅を除却し更地になることで、住宅用地の特例の適用が解除されます。
　新設された制度では、住宅用地の特例解除後の固定資産税から、解除前の固定資産税の差
額分を最大２年間減免することとで、売買や新たな住宅などを建てやすくなりました。
※住宅用地の特例…住宅が建っている土地のうち、固定資産税が200㎡までの部分は1/6、
　　　　　　　　　200㎡を超える部分は1/3になる。

1 制度の概要

　次のいずれにも該当する特定空家等の跡地
　・空家条例第２条第１項第４号に規定する特定空家等（特定空家になり得るものとして町
　　長が認めるものも含む。）を除却したことにより固定資産税の住宅用地の特例の適用　
　が受けられなくなる土地であること
　・特定空家等の跡地の所有者等が個人であること
　※ただし、次の場合は減免の対象になりません。
　・特定空家等の跡地を営利目的で使用している場合
　・特定空家等の跡地に別の家屋が建築されている場合
　・売買等により特定空家等の跡地の所有者等が変わった場合
　・特定空家等の跡地の所有者等が町税等を滞納している場合　など

2 減免の対象範囲

特定空家等を除却した日の翌年度から最大２年間
　　　(例)令和４年７月１日に除却　→　令和５年度から最大２年間
詳しくは、町民課(税務)☎64ー3113までお尋ねください。

3 減免の期間　　

　令和４年４月１日以降に危険な空家住宅（特定空家等）を除却した場合、翌年度からの固
定資産税を最大で２年間、減免する制度を設けました。

危険な空家住宅除却後の
固定資産税を減免します！

危険な空家住宅の除却を支援します！
～里庄町空家等除却支援事業～

要申請

＊特定空家等とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等です。
　・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
　・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
　・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
　・その他周辺生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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（１）里庄町空家等除却支援事業補助金事前相談票
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　下水道の使用水量は、原則として水道の使用量に基づいて算出されますが、井戸などの地下水を利用し
ている場合は、その使用水量を認定することになります。
　下水道使用料は、水道料金と同時に納付していただくようになります。
　詳しくは、町ホームページ【https://www.town.satosho.okayama.jp/】をご覧いただくか、上下水道
課へお尋ねください。
　　　　　　　　　　　　　　【問合せ先】上下水道課　☎６４－３１１５

排除した汚水の量（1か月あたり） 使用料/m³　

１m³につき
50m³まで
50m³を超えるもの

165円（税込）
170.5円（税込）

　公共下水道は、令和３年度末で普及率68.8％、水洗化率74.8％となり、町内の約5,700人の方が利用
されています。公共下水道への接続に一層のご協力をいただき、供用が開始された場合には、すみや
かに排水設備の工事をお願いいたします。
　くみ取り式トイレをご使用の方は、３年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。
また、合併浄化槽をご使用の方は浄化槽を廃止して、できるだけ早く公共下水道へ接続してください。
　「環境保全・回復」という下水道の役割を十分理解していただき、水洗化による快適な生活を確保
するため、皆さまのご協力をお願いします。

下水道への接続はすみやかに下水道への接続はすみやかに

今回供用開始区域
（R4.３.31）
既供用開始区域

浅口市

里庄処理区

里庄北処理区

笠岡市

【使用できるようになった区域】
干瓜、駅前、殿迫、本村、高岡、
手ノ際地区のそれぞれ一部
（※区域図）

　排水設備工事を行うときは、必ず里庄町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
「指定工事店」は基準にあった設備をつくるために必要な技術を習得しています。「指定工事店」以外の
ところでは工事ができません。

排水設備工事は指定工事店で排水設備工事は指定工事店で

　受益者負担金は、下水道の供用開始区域内のすべての土地が賦課対象になり、土地の面積に応じて
１m²あたり750円の負担をしていただくことになります。（ただし、農地や山林などの場合は、申請により
徴収猶予を受けることができます。）
　負担金の納入方法は、分割納付と一括納付があります。
　○分割納付…負担金の納付期間は３年間とし、１年を４期に分け、12回で納付。
　○一括納付…各年度の最初の納期（第１期）に１年分あるいは２、３年分をあわせて納付。
　　　　　　　納付額に報奨率（最高12％）を乗じて得た額が報奨金として交付されます。

受益者負担金受益者負担金

公共下水道
使用できる区域が拡大

下水道使用料下水道使用料 下水道使用料は、使用水量に応じて算出されます。　　　　　　　　

N

　
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
農
振
法
）に
基
づ
く
農
用
地
区
域
内
の
農

地
を
、宅
地
な
ど
に
変
更
す
る
場
合
は
、農

振
法
に
基
づ
く
農
振
除
外
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　
た
だ
し
、除
外
に
は
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

1
農
用
地
区
域
外
に
代
替
す
る
土
地
が
な

　
い
こ
と
。

2
農
用
地
の
集
団
化
、作
業
の
効
率
化
、そ

　
の
他
土
地
の
農
業
上
の
利
用
に
支
障
を

　
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

3
農
用
地
区
域
内
の
土
地
改
良
施
設
の
機

　
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

4
土
地
改
良
事
業
な
ど
の
実
施
地
区
の
場

　
合
は
、事
業
実
施
後
８
年
を
経
過
し
て

　
い
る
土
地
で
あ
る
こ
と
。

5
担
い
手
に
対
す
る
農
用
地
の
利
用
集
積

　
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

6
他
法
令
の
許
認
可
の
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

　
な
お
、農
振
除
外
は「
農
業
振
興
地
域
整

備
計
画
」の
変
更
を
伴
う
も
の
で
、県
の
同

意
も
必
要
で
す
の
で
、全
て
の
申
し
出
が

認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
受
付
期
間

　
６
月
１
日（
水
）〜
８
月
31
日（
水
）

●
受
付
場
所・問
合
せ
先
　

　
農
林
建
設
課（
農
林
）　

　
☎
６
４
―
７
２
１
５

農
振
農
用
地
の
転
用（
用
途

変
更
）を
計
画
さ
れ
る
方
へ

　近年発生する可能性の高い、南海トラフ巨大地震および断層型地震により、町では震度６弱
以上の地震が想定されていることから、町内に数多く存在する木造住宅の地震に対する安全性
の向上を図るため、耐震診断および耐震改修に係る費用の一部を補助します。

お うち の 健 康 診 断 を して み ま せ ん か

⑴町内に存在する昭和56年５月
　31日以前に建てられた一戸
　建ての住宅
⑵倒壊の危険性があると判断
　された住宅の耐震改修工事
　であること
⑶２階建て以下のもの

⑴町内に存在する昭和56年５月31日以前
　に建てられた一戸建ての住宅（事務所
　などとの併用住宅にあっては、住宅部
　分が過半のもの）
⑵構造が木造在来軸組工法であるもの
　（対象外：ツーバイフォー工法、ログハ
　ウス、プレハブなど）
⑶２階建て以下のもの

耐震改修に係る費用のうち１件
（１棟）あたり50％（最大50万円）

耐震改修

２棟5棟5棟

―７1，2００円

６０，０００円

一般診断 補強計画

募集数

対象となる建築物
（条件をすべて満た
すもの）

料　金

町からの補助金

◆募集期間　６月１日（水）～10月31日（月）（土・日・祝日を除く）
　　　　　　※申込みは受付順とし、件数を満たした時点で受付を終了します。
　　　　　　※補助を希望する方は、必ず農林建設課に事前にご相談ください。

【申込み・問合せ先】農林建設課（建設）　☎６４－７２１４

広 

告

0865-63-8006

笠岡市笠岡2676-1

社員大募集！
髙田工業は「３Ｍ」です
Ｍ　未経験大歓迎！社内全体で徹底サポート
Ｍ　モノづくりの楽しさ味わいながら資格取得可能！
　 （支援制度有）
Ｍ　もう悩まないで！働くことが楽しい、そんな職場です。｠
応募／電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

9:00～18:00

JR 新倉敷駅南 徒歩17分広 

告
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　下水道の使用水量は、原則として水道の使用量に基づいて算出されますが、井戸などの地下水を利用し
ている場合は、その使用水量を認定することになります。
　下水道使用料は、水道料金と同時に納付していただくようになります。
　詳しくは、町ホームページ【https://www.town.satosho.okayama.jp/】をご覧いただくか、上下水道
課へお尋ねください。
　　　　　　　　　　　　　　【問合せ先】上下水道課　☎６４－３１１５

排除した汚水の量（1か月あたり） 使用料/m³　

１m³につき
50m³まで
50m³を超えるもの

165円（税込）
170.5円（税込）

　公共下水道は、令和３年度末で普及率68.8％、水洗化率74.8％となり、町内の約5,700人の方が利用
されています。公共下水道への接続に一層のご協力をいただき、供用が開始された場合には、すみや
かに排水設備の工事をお願いいたします。
　くみ取り式トイレをご使用の方は、３年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。
また、合併浄化槽をご使用の方は浄化槽を廃止して、できるだけ早く公共下水道へ接続してください。
　「環境保全・回復」という下水道の役割を十分理解していただき、水洗化による快適な生活を確保
するため、皆さまのご協力をお願いします。

下水道への接続はすみやかに下水道への接続はすみやかに

今回供用開始区域
（R4.３.31）
既供用開始区域

浅口市

里庄処理区

里庄北処理区

笠岡市

【使用できるようになった区域】
干瓜、駅前、殿迫、本村、高岡、
手ノ際地区のそれぞれ一部
（※区域図）

　排水設備工事を行うときは、必ず里庄町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
「指定工事店」は基準にあった設備をつくるために必要な技術を習得しています。「指定工事店」以外の
ところでは工事ができません。

排水設備工事は指定工事店で排水設備工事は指定工事店で

　受益者負担金は、下水道の供用開始区域内のすべての土地が賦課対象になり、土地の面積に応じて
１m²あたり750円の負担をしていただくことになります。（ただし、農地や山林などの場合は、申請により
徴収猶予を受けることができます。）
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　近年発生する可能性の高い、南海トラフ巨大地震および断層型地震により、町では震度６弱
以上の地震が想定されていることから、町内に数多く存在する木造住宅の地震に対する安全性
の向上を図るため、耐震診断および耐震改修に係る費用の一部を補助します。

お うち の 健 康 診 断 を して み ま せ ん か

⑴町内に存在する昭和56年５月
　31日以前に建てられた一戸
　建ての住宅
⑵倒壊の危険性があると判断
　された住宅の耐震改修工事
　であること
⑶２階建て以下のもの

⑴町内に存在する昭和56年５月31日以前
　に建てられた一戸建ての住宅（事務所
　などとの併用住宅にあっては、住宅部
　分が過半のもの）
⑵構造が木造在来軸組工法であるもの
　（対象外：ツーバイフォー工法、ログハ
　ウス、プレハブなど）
⑶２階建て以下のもの

耐震改修に係る費用のうち１件
（１棟）あたり50％（最大50万円）

耐震改修

２棟5棟5棟

―７1，2００円

６０，０００円

一般診断 補強計画

募集数

対象となる建築物
（条件をすべて満た
すもの）

料　金

町からの補助金

◆募集期間　６月１日（水）～10月31日（月）（土・日・祝日を除く）
　　　　　　※申込みは受付順とし、件数を満たした時点で受付を終了します。
　　　　　　※補助を希望する方は、必ず農林建設課に事前にご相談ください。

【申込み・問合せ先】農林建設課（建設）　☎６４－７２１４

広 

告

0865-63-8006

笠岡市笠岡2676-1

社員大募集！
髙田工業は「３Ｍ」です
Ｍ　未経験大歓迎！社内全体で徹底サポート
Ｍ　モノづくりの楽しさ味わいながら資格取得可能！
　 （支援制度有）
Ｍ　もう悩まないで！働くことが楽しい、そんな職場です。｠
応募／電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

9:00～18:00

JR 新倉敷駅南 徒歩17分広 

告
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■乳児健診
　５月18日（水）13:00～15:00 健康福祉センター
　対象児　R３.12月～R４.２月生まれ
　携行品　母子健康手帳
■１歳児健診
　５月18日（水）13:00～15:00 健康福祉センター
　対象児　R３.５月生まれ
　携行品　母子健康手帳

■２歳児・４歳児歯科健診、フッ素塗布
　５月18日（水）13:00～15:00 健康福祉センター
　携行品　母子健康手帳

■保育相談　
　６月１日（水）13:30～14:00 健康福祉センター　
　携行品　母子健康手帳

■健康相談、リハビリ
　６月８日（水）13:00～14:30 健康福祉センター　
　担　当　馬越医師、理学療法士
　携行品　健康手帳

５月８日(浅口市)白神医院
５月15日(里庄町)国定病院
５月22日(里庄町)にいつクリニック
５月29日(里庄町)礒川内科医院

☎（０８６５）５４－２０２５
☎（０８６５）64－3213
☎（０８６５）64－3622
☎（０８６５）64－2001

６月５日(浅口市)みわ記念病院
６月12日(浅口市)ほかま医院
６月19日(浅口市)すくすくこどもクリニック
６月26日(浅口市)上田内科クリニック

☎（０８６５）42－5000
☎（０８６５）42－6616
☎（０８６５）44－5400
☎（０８６５）44－3147

休日当番医 ※休日当番医の診療時間は9：00～17：00です。

■愛育委員会総会
　５月17日（火）９:30～12:00 健康福祉センター

■心の健康相談
　６月９日（木）10:00～12:00 健康福祉センター
　担　当　和迩医師
■胸部レントゲン検診
　５月９日（月）､５月16日（月）､５月20日（金）､
　５月23日（月）､５月25日（水）､５月26日（木）､
　５月30日（月）
　対象者　　40歳以上
　料　金　　無　料
　携行品　　受診票、健康手帳

※年齢は年度末（令和５年３月31日現在）が基準
　です。
※場所および時間については、既に配布しており
　ます「令和４年度里庄町健（検）診のご案内」
　をご確認ください。

　
健康福祉センター（健康福祉課）
☎64－7211電

話
メ
モ

備中保健所井笠支所（備中県民局井笠地域事務所）
☎69－1675健康だより

認知症介護者の会 ～あったかい～認知症介護者の会 ～あったかい～ 地域包括支援センター
☎64－7232

問合せ先

　
認
知
症
の
方
を
介
護
し
て
い
る

家
族
の
方
な
ど
が
、互
い
に
悩
み
を

相
談
し
、情
報
交
換
す
る
こ
と
で
、

介
護
負
担
を
軽
減
で
き
る
よ
う
、認

知
症
介
護
家
族
の
交
流
会
を
開
催

し
ま
す
。認
知
症
の
方
を
介
護
し
て

い
る
家
族
の
方
で
あ
れ
ば
、ど
な
た

で
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

＊
日
時
＊

　
6
月
７
日（
火
）

　
10
時
〜
11
時
30
分

＊
場
所
＊

　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
１
階
相
談
室

＊
内
容
＊

　
座
談
会
、情
報
交
換
、勉
強
会
な

　
ど
年
２
回
程
度
、専
門
の
講
師
に

　
よ
る
勉
強
会
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

＊
参
加
申
込
み
＊

　
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
開
催
日
に
直
接
会
場
へ
お
越
し

　
く
だ
さ
い
。一
度
参
加
し
た
ら
継

　
続
し
て
参
加
し
な
け
れ
ば
い
け
な

　
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

〈 交流会のお知らせ 〉〈 交流会のお知らせ 〉
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TEL.0865-64-6260

デザイン・印刷のことならなんでも
ご相談ください！！

地域に密着したお仕事情報が満載！

チラシ／リーフレット／DM／年賀状／
チケット／名刺／封筒／伝票／カレン
ダー／ポスター／パンフレット／クリア
ファイル／タオル／Tシャツ／各種デザイ
ン（ロゴ・イラスト・似顔絵）／自費出版
本／社史／記念誌／HP
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笠岡市笠岡 2445-6 （笠岡駅南）

toyoike@toyoike.co.jp✉
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告お道具の処分ご相談承ります

0865-62-2732℡
トヨ    イケ       ビジュツ     テン

ご
相
談
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葬儀のことなら

葬
祭
ホ
ー
ル

お墓のことは
吉相まで

法要・小さなお葬式も承ります
他社会員の方もご相談ください
いざという時の備えに事前相談
納得できる価格でお手伝い

24時間受付
（0865）65-3606

（0865）67-6767

広 告
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　６月号には、令和３年５月生まれのお子さんの写真を掲載する予定
です。該当の方にはご連絡します。詳しくは、企画商工課広報担当
（☎64－3114）へお尋ねください。

青
空
を
泳
ぐ
こ
い
の
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り
を
見
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て

～
つ
ば
き
の
丘
運
動
公
園
～

　「自分は大丈夫！」と思っているあなたに。還付金詐欺やアポ電強盗、転倒や料理中の火事、
熱中症対策、地震、集中豪雨などなど。防犯から暮らし、防災まで、高齢者が危険な目にあわな
いための知識と対策を具体的な事例とともに紹介。

〈一般書〉 『高齢者を身近な危険から守る本 』
森透匡、平松類、三平洵／監修　池田書店

　ゴールデンウィークにおじいちゃんの家で、コイの滝登りを見たケンゴ。そこでおじいちゃんに
こいのぼりの由来について聞き･･･。こいのぼりの由来を伝え、日本の美しい風景が細密な絵で
描かれています。また、絵の中に隠されている文字探しも楽しめる絵本です。

〈児童書〉 『そらいっぱいのこいのぼり』

で月４４
1歳になりました

来館者の皆さまには、新型コロナウイルス感染拡大防止
の趣旨をご理解いただき、「マスクの着用」、「手指消毒」、
「体温の計測」等にご協力をお願いします。　　　　　　

岡山県浅口郡里庄町役場　〒719-0398  岡山県浅口郡里庄町大字里見1107－2　TEL.0865－64－3111
　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス https://www.town.satosho.okayama.jp

16SATOSHO

だより図書館
里庄町立図書館　☎64ｰ6016　
開館時間▶9時～19時（日・祝は9時～17時）
休 館 日▶火曜日・第3日曜日・月末

叶笑のおかげで我が家
の笑顔はノーリミッツ‼
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蓉ちゃんお誕生日おめ
でとう。たくさん食べ
て大きくなってね。
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お誕生日おめでとう。
これからも可愛い笑顔
たくさん見せてね。
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すずちゃんお誕生日お
めでとう。元気に大き
くなってね。
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※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
行事を中止または延期する場合があります。

図書館の
　利用について

★行事予定★
要予約 参加費無料

要予約 入場無料

 

開館時間変更のお知らせ開館時間変更のお知らせ
４月～11月　
９時～19時（日・祝／９～17時）

休館日　火曜日・第3日曜日・月末

図書館からの
お知らせ

◆第１回清明を読む会
　日時：６月18日（土）　11：10～12：10
　講師：才野基彰氏
　場所：2階 視聴覚室　定員：30名

◆おたのしみ会
　「菊桜のキーホルダーを作ろう！」
　日時：５月21日（土）　14：00～
　対象：小学４年生～中学生まで
　場所：2階 視聴覚室
　定員：10名（応募者多数の場合は抽選となります）


